
芽室町介護予防・日常生活圏域ニーズ調査等業務委託 

事業者選定実施要領 

 

１ 目的 

この要領は、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実態調査に係る業務委託を公募

型プロポーザル方式により、受託候補者を選定する場合の手続きについて、必要な事項を定める

ものとする。 

 

２ 業務内容等 

（１）名  称 芽室町介護予防・日常生活圏域ニーズ調査等業務委託 

（２）選定方法 応募者からの提案書をもとに、本業務に適した受託候補者を選定する。 

（３）委託期間 契約締結日から令和８年３月 31 日までとする。 

（４）予算規模 2,651,000 円（消費税を含む）を上限とする。 

 

３ 応募資格 

  応募資格は、下記をすべて満たすものとする。 

（１）芽室町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。なお、登録されていない場合であ

っても申請書等の提出期限までに登録申請をし、町が受理・登録した場合は可とする。 

（２）芽室町から指名停止を受けている者でないこと。 

（３）当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ないもの。 

（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続き開始の申立て又は民事再

生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこ

と。 

（５）次に該当する者が法人役員（就任予定者を含む。）にいないこと。 

① 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団関係事業者（暴力団

員が実質的に経営を支配する事業者その他同第２項に規定する暴力団又は暴力団員と密

接な関係を有する事業者をいう。）に該当する者 

② 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者、又はその執行を受けることが

なくなった日から起算して５年を経過しない者 

（６）公租公課を滞納していないこと。 

（７）公序良俗に反する利用を行う者でないこと。 



４ 選定スケジュール 

（１）公募開始日     10月１日 （水） 

（２）質問締切期限    10月８日 （水） 17 時 

（３）質問回答期限    10月10日 （金） 

（４）提案書等提出期限  10月17日 （金） 17 時必着 

（５）選定結果通知    10月27日  予定 

 

５ 質問受付期間及び回答 

本実施要領の内容について質問がある場合は、書面（様式はＡ４判任意）により行うものと

し、電子メールで受け付ける。 

（１）受付期間 

令和７年10月８日（水）17時00分まで 

（２）質問に対する回答 

回答は順次質問者に対して電子メールで送信する。また、質問や回答の内容について、

質問者を非公表とした上で芽室町ホームページにおいて公表する。なお、電話又は口頭に

よる照会等には対応できない。 

（３）送信先 

芽室町役場 高齢者支援課介護保険係 h-kaigo@memuro.net 

 

６ 公募期間及び応募申込方法 

（１）公募期間 

令和７年10月17日（金）17時00分必着 

（２）提出書類及び提出部数 

応募申込書兼誓約書（別紙）に必要事項を明記の上、以下に掲げる書類を添えて提出す

るものとする。 

① 企画提案書   任意様式（Ａ４規格） 正本１部及び副本（写し）６部 

※企画提案書は任意様式で構わないが、次頁に掲げる評価項目・基準に基づく企画提案

書を作成すること。 

② 事業所概要   任意様式（パンフレット可） １部 

③ 事業所受託実績 任意様式（他自治体での介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護 

 実態調査の受注実績：業務名・実施年・発注者名） １部 

④ 見 積 書   任意様式 １部 

（３）応募方法 

持参又は郵送 



（４）応募先 

〒082-8651 河西郡芽室町東２条２丁目14番地 

芽室町役場 高齢者支援課介護保険係 

 

７ 受託者の決定等 

（１）審査・選定方法 

ア 受託候補者を選定するため、本町で設置する審査委員会において書類審査を行うこと

とする。 

イ 応募者が１事業者のみであっても、プロポーザルが成立することとし、審査・選定を

行う。 

（２）評価項目・基準 

 次の評価基準に基づき書類審査を行い、最も得点の高い事業者を受託予定者とする。た

だし、最も得点の高い事業者が２以上あるときは、審査委員会において協議の上、受託予

定者を決定する。なお、受託予定者が辞退その他の理由で契約を締結できない場合は、次

点の者を新たな受託予定者とし、契約交渉を行う。 

評価項目 評価基準 

企画提案内容 

当該業務に関連する法令等について理解し、国の方針などを正確に把握

しているか。 

本町の高齢者の現状や特性、課題を把握し、多面的な視点で分析する提案

をしているか。 

高齢者が理解しやすく、見やすいデザインの調査票を提案しているか。 

委託業務の実績があり、豊富なノウハウを持っているか。 

本町の定める仕様書にない有用な独自提案がみられるか。 

見 積 額 積算根拠が示され、予算規模内の見積金額を提示しているか。 

（３）審査結果の通知等 

審査結果については、応募者全員に書面により通知する。また、審査結果についての異

議申立、質問、説明請求、意見等は受け付けない。 

（４）再委託の禁止 

受託者は、原則、本業務の履行を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただ

し、芽室町が承認した場合には、業務の一部を委託することが出来る。 



８ その他 

（１）応募に関して必要な費用は、事業者負担とする。 

（２）提出された書類は、本件の審査以外には使用しない。 

（３）提案は、一事業者につき一つのみとする。 

（４）提出された書類の返却は行わない。 

（５）一度企画提案書を提出し、後にこれを辞退する場合は、提案書等提出期限までに辞退届

（任意様式）を提出すること。 

 


